
【別添１】 
 

 証拠書類一覧（参考） 

 

適正に執行されたことを証明する書類（証拠書類）の様式について、特に定めはありませんが、研究

機関内の意志決定から契約・検収・支払いまでの過程が確認できる一連の証票類を証拠書類として下記

のとおり整備・保管し、国の会計検査や防災科研による経理調査等の際に支障のないように対応してく

ださい。 

国の会計検査等では、事実に基づく証拠書類により、発生した経費の適正性・妥当性を客観的に説明

することが求められます。 

 
記 

 
 

【表の見方】 

「〇」：保管が必要な書類（防災科研から定期的に提出を求められる可能性がある書類） 

「△」：保管が必要な書類（状況によっては、防災科研から提出を求められる可能性がある書類） 

「－」：保管不要の書類 

 
 

＜物品費＞ 
 

  

100 万円未満 

 

100 万円以上 

自社又は 100% 

子会社等から

の調達 

価格の検討を証する書類 （例：見積書・入札関係書類・

購入に係る社内稟議書等） 
△ ○ ○ ※1 

複数者の見積書 

機種・業者選定理由書 

 

― 

 

○ ※2 

 

○ ※3 

利益排除を証する書類（例：原価証明書、経常利益率等によ 

る利益排除の算出根拠となる資料等） 

 

― 

 

― 

 

○ ※3 

契約・発注を証する書類 ※4 △ △ △ 

納品検収を証する書類（例：納品書・履行完了届・検査検収 

書等）※5 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

請求書 ○ ○ ○ 

出金を証する書類 （例：領収書・振込明細書・社内振替伝 

票（自社又は 100%子会社等からの調達の場合）等）※6 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

物品の調達に係る社内規程等 △ △ △ 

社内の意思決定文書（例：支出決議書等） △ △ △ 

 

※1 価格の基準となる社内規程や、内部取引の際必要とされる手続きに係る書類など。 

※2 １００万円以上の設備備品を調達した際は、複数者より見積書を徴取するか業者選定理由書を事前作成。 

※3  自社又は１００％子会社等から調達する際、他社との見積もり合わせの結果、自社又は１００％子会社

等から調達した場合は利益排除を証する書類は不要。 

※4 社内規程により必要な契約書・発注書等を作成した場合に保管。 

 

 



  

 

 

※5 納品書に検収印を押印するなど、検収日および検収者が確認できる資料。 

※6  立替払の場合は立替が行われた事実が確認できる書類（領収書・レシート等）及び機関から立替者に支

払われた事実（支払日、支払先、支払額）が確認できる書類（振込明細書・通帳等）。 

 
＜旅費＞ 

 
 証拠書類 

旅程等を証する書類（例：出張精算書等）※1 ○ 

出張の内容を確認できる書類（例：出張報告書等）※2 ○ 

航空機を利用した場合の搭乗券半券 ※3 ○ 

出金を証する書類 （例：領収書・振込明細書等）※4 ○ 

旅費に係る社内規程 ○△※5 

社内の意思決定文書（例：支出決議書等） △ 

 
 

※1 日付・場所・出張者・出張内容・研究機関の承認・旅行経路が確認できること。 

※2 機関が出張用務の遂行を確認した書類。 

※3 航空機を利用した場合は、搭乗クラス（又は搭乗後の確定金額）と搭乗した事実がわかる書類を添付。 

※4 立替払の場合は立替が行われた事実が確認できる書類（領収書・レシート等）及び研究機関から立替者に

支払われた事実（支払日、支払先、支払額）が確認できる書類（振込明細書・通帳等）。 

※5 日当・宿泊費等、実費以外の旅費を支払う場合のみ、その根拠規程が必要。 

 
 

＜人件費・謝金＞※1 

 
 直接雇用者 派遣社員  

謝金 
専従者 兼業者 専従者 兼業者 

雇用条件を証する書類（例：労働契約書、労

働条件通知書、同等の覚書、辞令または 

従事証明書（経理様式１３）等） 

 

○ ※2 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

― 

作業月報（経理様式１０）等 ○ ※3 ― ○ ※3 ― ― 

作業日誌（経理様式１１）等 ○ ※3 ○ ○ ※3 ○ ― 

勤怠管理書類（例：出勤簿・タイムカード等） ○ ○ ○ ○ ― 

支給額を証する書類（例：支給明細書等） ○ ○ ― ― ○ 

人件費精算書（経理様式１２）等 ― ○ ― ○ ― 

請求書 ― ― ○ ○ ― 

出金を証する書類（例：振込明細書等）※4 ○ ○ ○ ○ ○ 

謝金の対象となる事実が確認できる資料 

（例：講演プログラム等） 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

○ 

就業・人件費に係る社内規程 △ △ ― ― ― 

謝金単価の根拠資料 ― ― ― ― ○ 

社内の意思決定文書（例：支出決議書等） △ △ △ △ △ 



  

 

 

※1 証拠書類を提出・保管する際は、マイナンバー情報の記載の有無を必ず確認し、マイナンバー情報の記載 

 がある場合には、黒塗りの上、提出・保管。 

※2 専従者の場合は、雇用条件及び専従であることを証する書類として、労働契約書又は労働条件通知書が必要。 

※3 専従者のうち月給制・年俸制の方は作業月報を、時給制・日給制の方は作業日誌が必要。 

※4 対象者に支払われた事実（支払日、支払先、支払額）が確認できる書類。（振込明細書・通帳等） 

 
 

＜その他＞ 
 

  

100 万円未満 

 

100 万円以上 

自社又は 100% 

子会社等から

の調達 

価格の検討を証する書類 （例：見積書・入札関係書類・

購入に係る社内稟議書等） 
△ ○ ○ ※1 

複数者の見積書  

― 

 

○ ※2 

 

○ ※3 
機種・業者選定理由書 

利益排除を証する書類（例：原価証明書、経常利益率等に 

よる利益排除の算出根拠となる資料等） 

 

― 

 

― 

 

○ ※3 

契約・発注を証する書類 ※4 △ △ △ 

納品検収を証する書類（例：納品書・履行完了届・検査検 

収書等） ※5 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

請求書 ○ ○ ○ 

出金を証する書類 （例：領収書・振込明細書・社内振替伝 

票（自社又は 100%子会社等からの調達の場合）等）※6 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

役務の調達に係る社内規程等 △ △ △ 

社内の意思決定文書（例：支出決議書等） △ △ △ 

 

※1 価格の基準となる社内規程や内部取引の際必要とされる手続きに係る書類。 

※2 １００万円以上の調達を行った際は、複数者より見積書を徴収するか、業者選定理由書を事前に作成。 

※3 自社又は１００％子会社等から調達する際、他社との見積もり合わせの結果、自社又は１００％子会社等か

ら調達した場合は利益排除を証する書類は不要。 

※4 社内規程により必要な契約書・発注書等を作成した場合に保管。 

※5 納品書に検収印を押印するなど、検収日および検収者が確認できる資料および役務等が遂行されたことが確

認できる書類。 

※6 立替払の場合は立替が行われた事実が確認できる書類（領収書・レシート等）及び研究機関から立替者に

支払われた事実。（支払日、支払先、支払額）が確認できる書類（振込明細書・通帳等） 

 
以上 
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